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【誘導施設】 

 

種 別 誘導施設 詳 細 

子育て 保育所 児童福祉法第 39 条第 1 項に規定する施設 

小規模保育施設 児童福祉法第 6 条の 3 第 10 項に規定する事業を行う施設 

事業所内保育施設 児童福祉法第 6 条の 3 第 12 項に規定する事業を行う施設 

認定こども園 
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推

進に関する法律第 2 条 6 項に規定する施設 

子育て支援センター 児童福祉法第 6 条の 3 第 6 項に規定する事業を行う施設 

病児病後児保育施設 児童福祉法第 6 条の 3 第 13 項に規定する事業を行う施設 

健康福祉 
保健センター 母子保健法第 12 条第 1 項に規定する健康診査を行う施設 

医 療 
診療所 

診療科目に内科、外科、小児科、産婦人科のいずれかを含

む医療法第 1 条の 5 第 2 項に規定する 

商 業 
商業施設 

店舗面積 1,000 ㎡以上の施設（共同店舗、複合施設等含む）

※店舗面積の定義は大規模小売店舗立地法による 

 
 
 
  


